
奨学金給付・貸与状況（大学基礎データ・表7）

<学部・大学院共通>

奨学金の名称 学内・学外
の別

給付・貸与
の別

支給対象
学生数（Ａ）

在籍学生数
（Ｂ）

在籍学生数に
対する比率
Ａ／Ｂ*100

支給総額（Ｃ） 1件当たり支給額
Ｃ／Ａ

広島修道大学短期特別奨学金 学内 貸与 6 6466 0.09% 3,037,000¥       506,167¥        

広島修道大学国際交流スカラシップ奨学金 学内 給付 79 6466 1.22% 5,581,000¥       70,646¥         

広島修道大学留学生教職員給付奨学金 学内 給付 1 31 3.23% 360,000¥         360,000¥        

アーネスト奨学金 学内 給付 1 31 3.23% 600,000¥         600,000¥        

上領英之奨学金 学内 給付 1 31 3.23% 200,000¥         200,000¥        

（公財）八幡記念育英奨学会 学外 給付 14 6466 0.22% 26,160,000¥      1,868,571¥      

（公財）八幡記念育英奨学会（外国人留学生対象） 学外 給付 1 31 3.23% 1,920,000¥       1,920,000¥      

（公財）広島太田川ライオンズグラブ育英会 学外 給付 1 6466 0.02% 900,000¥         900,000¥        

（公財）ＡＳＪ財団 学外 給付 1 6466 0.02% 360,000¥         360,000¥        

（公財）Ｔ.Ｏ環境財団 学外 給付 1 6466 0.02% 600,000¥         600,000¥        

（公財）似鳥国際奨学財団 学外 給付 1 6466 0.02% 720,000¥         720,000¥        

日本学生支援機構海外留学支援制度(協定派遣)奨学金 学外 給付 9 6466 0.14% 7,810,000¥       867,778¥        

文部科学省私費外国人留学生学習奨励費 学外 給付 0 31 0.00% -¥               -¥              

文部科学省私費外国人留学生学習奨励費（追加採用6カ月） 学外 給付 0 31 0.00% -¥               -¥              

（公財）広島平和文化センターひろしま奨学金 学外 給付 1 31 3.23% 360,000¥         360,000¥        

（公財）ひろしま国際センター留学生奨学金 学外 給付 1 31 3.23% 360,000¥         360,000¥        

（公財）ひろしま国際センター渡日等留学生支援に係る奨学金 学外 給付 0 31 0.00% -¥               -¥              

（公財）ロータリー米山記念奨学会 学外 給付 0 31 0.00% -¥               -¥              

（公財）熊平奨学文化財団 学外 給付 1 31 3.1% 600,000¥         600,000¥        

（公財）平和中島財団 学外 給付 1 31 3.1% 2,160,000¥       2,160,000¥      

<学部>

奨学金の名称
学内・学外
の別

給付・貸与
の別

支給対象
学生数（Ａ）

在籍学生数
（Ｂ）

在籍学生数に
対する比率
Ａ／Ｂ*100

支給総額（Ｃ）
1件当たり支給額

Ｃ／Ａ

広島修道大学修学奨学金 学内 給付 2 6405 0.03% 400,000¥         200,000¥        

広島修道大学経済支援奨学金 学内 給付 1 6405 0.02% 200,000¥         200,000¥        

広島修道大学同窓会奨学金 学内 給付 1 6405 0.02% 200,000¥         200,000¥        

広島修道大学在学生スカラシップ奨学金 学内 給付 173 6405 2.70% 43,250,000¥      250,000¥        

広島修道大学課外活動スカラシップ奨学金（個人）※1 学内 給付 4 6405 0.06% 400,000¥         100,000¥        

広島修道大学課外活動スカラシップ奨学金（団体） 学内 給付 3 6405 900,000¥         300,000¥        

広島修道大学資格取得スカラシップ奨学金 学内 給付 16 6405 0.25% 480,000¥         30,000¥         

広島修道大学外国人留学生諸納付金減免（学部） 学内 給付 5 22 22.73% 2,730,000¥       546,000¥        

日本学生支援機構給付型奨学金 ※2 学外 給付 1577 6405 24.62% 330,421,000¥     209,525¥        

日本学生支援機構給付型奨学金（学費減免）※2 学外 給付 1577 6405 24.62% 1,035,793,800¥   656,813¥        

日本学生支援機構貸与型奨学金（第一種） 学外 貸与 1375 6405 21.47% 535,007,700¥     389,097¥        

日本学生支援機構貸与型奨学金（第二種） 学外 貸与 1355 6405 21.16% 1,010,200,000¥   745,535¥        

(広島県）福山市奨学資金 学外 貸与 1 6405 0.02% 720,000¥         720,000¥        

(広島県）大竹市奨学金 学外 貸与 1 6405 0.02% 480,000¥         480,000¥        

(山口県）岩国市奨学金 学外 貸与 1 6405 0.02% 360,000¥         360,000¥        

(公財)島根県育英会 学外 貸与 3 6405 0.05% 2,440,000¥       813,333¥        

給付・貸与 1 6405 0.02% 840,000¥         840,000¥        

貸与 2 6405 0.03% 1,200,000¥       600,000¥        

（公財）高村育英会 学外 給付 1 6405 0.02% 600,000¥         600,000¥        

（公財）交通遺児育英会 学外 給付・貸与 1 6405 0.02% 480,000¥         480,000¥        

（公財）西川記念財団 学外 給付 1 6405 0.02% 720,000¥         720,000¥        

（公財）秀里会 学外 給付 3 6405 0.05% 300,000¥         100,000¥        

（公財）ハローズ財団 学外 給付 1 6405 0.02% 360,000¥         360,000¥        

※1 広島修道大学課外活動スカラシップ奨学金（個人）は一個人につき10万円給付されるが、ペアで採用された場合は一個人扱いとなる。

※2 日本学生支援機構給付型奨学金（学費減免を含む）は支援区分外や休学等による休・停止中の学生も含む。

<大学院>

奨学金の名称 学内・学外
の別

給付・貸与
の別

支給対象
学生数（Ａ）

在籍学生数
（Ｂ）

在籍学生数に
対する比率
Ａ／Ｂ*100

支給総額（Ｃ） 1件当たり支給額
Ｃ／Ａ

広島修道大学外国人留学生諸納付金減免（大学院） 学内 給付 7 9 77.78% 3,640,000¥       520,000¥        

日本学生支援機貸与型構奨学金（第一種） 学外 貸与 6 61 9.84% 5,880,000¥       980,000¥        

日本学生支援機貸与型構奨学金（第二種） 学外 貸与 1 61 1.64% 1,200,000¥       1,200,000¥      

<受入交換留学生>

奨学金の名称 学内・学外
の別

給付・貸与
の別

支給対象
学生数（Ａ）

受入交換留学
生数（Ｂ）

受入交換留学生数
に

対する比率
Ａ／Ｂ*100

支給総額（Ｃ） 1件当たり支給額
Ｃ／Ａ

広島修道大学留学生奨学金 学内 給付 42 42 100.00% 12,800,000¥      304,762¥        

[注]

１

２ 学部・大学院共通、学部対象、大学院対象の順に作成してください。

３ 「支給対象学生数（Ａ）」には、奨学金を給付又は貸与した実数を記入してください。

４

５ 独立行政法人日本学生支援機構による奨学金も、「学外」の奨学金として記載してください。

6 以下の条件を満たす場合、本表を作成せず大学が公表する情報に代えられます。

(a) 奨学金の名称、学内・学外の別、給付・貸与の別、在籍学生数に対する支給対象学生数の割合、支給総額、1件当たりの支給額が分かること。

（一財）あしなが育英会 学外

※広島修道大学留学生奨学金規程に基づき、学生交流協定を締結している海外の協定大学から受け入れた交換留学生のうち、他の団体又は個人から奨学金の給付を受けていない者であって、奨学金
の給付を希望する者を対象に給付。

大学評価実施前々年度実績をもとに作表してください。

「在籍学生数（Ｂ）」には、奨学金の種類に応じて給付又は貸与の対象となり得る学生の総数を記入してください（例えば、学部学生のみを対象としたものは、学部学生の在籍学生総数、留学生のみを対象にし
たものは、留学生総数）。


